
別記第 43 号様式(２)（第四十七条関係） 

表面 

  

  

 

裏面 

 この証票を携帯する者は、麻薬及び向精神薬取

締法第 58 条の６の規定により麻薬中毒者又はそ

の疑いのある者への診察に立ち会うため、当該受

診者の居住する場所へ立ち入る権限を有するもの

である。 
     麻薬及び向精神薬取締法抜粋 
第 58 条の６ 都道府県知事は、麻薬中毒者又はそ

の疑いのある者について必要があると認めると

きは、その指定する精神保健指定医をして、そ

の者を診察させることができる。  
２ 前項の場合において、精神保健指定医は、政

令で定める方法及び基準により、当該受診者に

つき、麻薬中毒の有無及び第 58 条の８の規定に

よる入院措置を必要とするかどうかを診断し、

かつ、同条の規定による入院措置を必要と認め

る場合には、当該麻薬中毒者につき、同条第６

項の規定による入院期間の決定が行われるまで

の入院期間として、30 日を超えない範囲内で期

間を定めなければならない。 
３ 精神保健指定医は、第１項の規定により診察 

を行うため必要があるときは、当該受診者に対

して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、

又は必要な限度において、診察を行う場所にと

どまることを求めることができる。  
４ 都道府県知事は、第１項の規定により診察を

させる場合には、当該職員を立ち会わせなけれ

ばならない。  
５ 精神保健指定医及び当該職員は、第１項及び

前項の職務を行うため必要な限度において、当

該受診者の居住する場所へ立ち入ることができ

る。  
６ 第 50 条の 38 第３項及び第４項の規定は、前

項の立入りについて準用する。  
７ 精神保健指定医は、第１項の規定による診察

を行う場合には、受診者の名誉を害しないよう

に注意し、かつ、受診者に対して、第２項に規

定する事項に関し意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。  
８ （省略） 
９ （省略） 
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